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 ７月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日 令和６年７月２４日（水） 

開 催 日 時 午後３時００分 

開 催 場 所 別館３階大会議室 

出 席 委 員 

教 育 長  江嶋  久典 

委   員   諌本  憲司 

委   員  荒川 富士子 

職務代理者  木下  靖郎 

委   員  佐々木 美徳 

 

出 席 参 与 

教 育 次 長 瀬口 英隆 

社 会 教 育 課 長 信岡 謙介 

 

教 育 総 務 課 長 伊藤 恭子 

咸宜園教育研究センター長 吉田 博嗣 

兼 世界遺産推進室長 

書 記 教育総務課 総務企画係 主幹(総括) 渡辺 寛幸 

附 議 議 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第40号 日田市大山文化センター運営委員会委員の委嘱につ

いて 

報告第12号 令和６年６月期寄附採納について 

報告第13号 咸宜園教育研究センターの臨時休館について 
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教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会 教 育 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

ただいまから７月定例教育委員会を開催いたします。 

初めに、６月定例教育委員会の議事録の確認でございますが、

変更はありませんか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

ご了解いただけましたら、本会議終了後に署名をお願いいたし

ます。 

続きまして、教育長の一般報告につきましては、お手元に配付

しております資料により報告とさせていただきます。 

それでは、早速議事に入りたいと思います。議案第４０号につ

いて説明をお願いします。 

 

議案第４０号 日田市大山文化センター運営委員会委員の委嘱

についてでございます。 

議案集は、１ページ及び２ページになります。 

日田市大山文化センターの運営について審議いたします日田市

大山文化センター運営委員会委員の役職交代に伴い、日田市大山

文化センターの設置及び管理に関する条例第７条の規定に基づ

き、後任の委員を委嘱するものでございます。 

委員の方は、大山公民館長の退任に伴い、後任の川津智子様で

ございます。任期は、前任者の残任期間となります令和６年８月

１日から令和７年５月３１日まででございます。 

２ページには関係する条例と選任前の委員名簿を掲載してお

り、網掛けの箇所が変更となる方でございます。 

以上でございます。 

 

ただいま説明のありました議案第４０号につきまして、ご質疑

等はございませんでしょうか。 

それでは、議案第４０号につきまして原案の通り可決してよろ

しいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

議案第４０号 日田市大山文化センター運営委員会委員の委嘱

については、原案のとおり可決されました。 

次に報告事項について説明をお願いします。 

 

議案集の３ページをお願いいたします。 

報告第１２号 令和６年６月期寄付採納についてでございま

す。 

地区寄附の採納が１名１件でございまして、隈２丁目の南木仁

様から日隈小学校へ、読書教育推進の一環として役立ててもらう

ため、児童図書４３冊、６万円相当のご寄附をいただいておりま

す。 
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咸宜園教育研究

セ ン タ ー 所 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南木様からは、昭和５２年より継続してご寄附をいただいてい

るところでございます。 

次に一般寄附の採納が１名１件でございまして、横浜市の桑原

保様から咸宜園教育研究センターへ、廣瀬旭荘書掛軸一幅、２万

円相当のご寄附をいただいております。 

咸宜園の調査研究に役立てるため寄託を受けておりましたが、

今回、寄贈の手続きを行うものでございます。 

６月につきましては、以上２件、物品相当額８万円のご寄附を

いただいております。 

報告第１２号につきましては以上でございます。 

 

ただいまの報告につきまして何かご質疑等ございませんでしょ

うか。 

貴重なご寄附を誠にありがとうございます。続きまして、報告

第１３号について説明をお願いいたします。 

 

議案集の４ページから５ページをお願いいたします。 

報告第１３号 咸宜園教育研究センターの臨時休館についてで

ございます。 

令和６年度咸宜園教育研究センター収蔵庫燻蒸作業の実施に伴

い、咸宜園教育研究センターの設置及び管理に関する条例第４条

第２項の規定に基づき、臨時休館とするものでございます。 

休館の理由でございます。咸宜園教育研究センターでは、貴重

な収蔵資料を害虫やカビなどから守るために、燻蒸作業を定期的

に行っておりますが、人体に有毒な薬剤ガスを使用することか

ら、見学者及び職員の健康と安全を確保するために臨時休館とす

るものです。 

人体に影響があると説明した点につきまして補足をいたします

と、文化財の保存に有効な薬剤につきましては、現在、公益財団

法人文化財虫菌害研究所が認定する薬剤が３種類ございます。 

そのうち、文化財資料への影響が少ないこと、また、虫やカビ

などへの殺菌効果が高く、施工性にも優れた薬剤を咸宜園教育研

究センターでは採用しているところでございます。 

なお、同薬剤につきましては、京都並びに奈良国立博物館、大

分県立歴史博物館など、多くの施設が同薬剤を使用しているとこ

ろでございます。 

燻蒸の場所は、咸宜園教育研究センターの収蔵庫です。 

作業期間は、令和６年８月６日火曜日の業務終了後から、８月

９日金曜日の始業前の４日間を予定しております。 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

諌 本 委 員 

 

 

咸宜園教育研究

セ ン タ ー 所 長 

 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 総 務 課 長 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月７日水曜日は通常の休館日でございますが、８日木曜日を

この度臨時休館日とするものです。 

周知方法としまして、広報ひた８月号及び市の公式ホームペー

ジ等で周知するほか、日田市観光協会及び廣瀬資料館など関係施

設にも臨時休館する旨の通知を行うこととしております。 

燻蒸作業中でも咸宜園教育研究センターのトイレの使用は可能

となっており、また、秋風庵及び遠思楼などの咸宜園跡は、通常

通り見学ができることとしております。 

私からは以上でございます。 

 

ただいまの報告につきまして、何かご質疑等ございませんで

しょうか。 

 

この時期に実施するというのは、例えば虫が活発になるとか、

そういった理由があるのでしょうか。 

 

委員のおっしゃるとおりでございます。季節的に気温が高いと

きがこの薬剤の効果を最も高く発揮できるとされていますので、

暑い時期に実施することに意味があると思っています。 

 

その他ございませんでしょうか。報告につきましては以上とな

ります。 

では、その他についてお願いします。 

 

次回の定例教育委員会の日程についてでございます。 

８月期の定例教育委員会は、８月２６日月曜日、１３時３０分

から勉強会、１５時から定例教育委員会でお願いしたいと思いま

す。 

 

８月期定例教育委員会の日程は、ただいまの説明のとおり８月

２６日月曜日ということでございますがよろしいでしょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは、そのようにお願いいたします。 

その他、何かございませんでしょうか。 

ないようでございますので、以上で７月定例教育委員会を閉会

いたします。 

大変お疲れさまでした。 

終了時刻：午後３時１３分 

 


